
現
在
市
内
に
は
公
立
、
私
立
合
わ

せ
て
三
十
七
か
所
の
認
可
保
育
所
と

十
二
か
所
の
認
定
保
育
施
設
の
ほ

か
、
認
可
外
保
育
施
設
や
へ
き
地
保

育
所
が
あ
り
、
約
四
千
五
百
人
の
子

ど
も
た
ち
が
入
所
し
て
い
ま
す
。
小

学
校
入
学
前
の
子
ど
も
の
四
人
に
一

人
が
入
所
し
て
お
り
、
こ
こ
数
年
就

学
前
児
童
数
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
す

が
、
保
育
所
へ
の
入
所
児
童
は
増
え

続
け
て
い
ま
す
。

保
育
所
で
は
、
児
童
が
安
全
に
、

楽
し
く
、
す
こ
や
か
に
成
長
で
き
る

よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
保
育
士
を
雇

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
件
費
は
も
ち

ろ
ん
、
施
設
の
管
理
費
や
教
材
費
、

給
食
費
な
ど
、
保
育
に
は
た
く
さ
ん

の
経
費
（
保
育
所
運
営
費
）
が
か
か

り
ま
す
。
ち
な
み
に
認
可
保
育
所
の

子
ど
も
一
人
に
は
、
年
間
約
百
七
万

円(

平
成
十
四
年
度
当
初
予
算)

の
経

費
が
か
か
っ
て
い
る
計
算
に
な
り
ま

す
。認

可
保
育
所
で
は
、
保
育
士
の
配

置
が
０
歳
児
三
人
に
保
育
士
一
人
、

一
、
二
歳
児
六
人
に
保
育
士
一
人
、

三
歳
児
二
十
人
に
保
育
士
一
人
と
い

う
よ
う
に
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い

て
、
低
年
齢
児
ほ
ど
経
費
が
か
か
り

ま
す
。
〇
〜
二
歳
児
の
保
育
料
が
高

い
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

秋
田
市
全
体
の
保
育
所
運
営
費
は
、

①
保
護
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ

く
保
育
料
②
国
、
市
が
支
出
す
る
負

担
金
③
市
が
独
自
に
行
う
保
育
料
の

負
担
軽
減
分
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

①
の
保
育
料
は
、
国
が
定
め
た

「
保
育
所
徴
収
金
基
準
額
」
を
参
考
に

各
市
町
村
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
お

り
、
秋
田
市
も
「
秋
田
市
保
育
所
徴

収
金
額
表
」(

左
ペ
ー
ジ)

に
基
づ
き
、

保
育
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

②
の
国
と
市
が
負
担
す
る
金
額

は
、
保
育
に
か
か
る
経
費(

保
育
所

運
営
費)

か
ら
、
国
の
基
準
に
基
づ

い
て
計
算
し
た
保
育
料
を
引
い
た
残

り
の
額
の
半
分
ず
つ
と
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

③
の
市
独
自
の
負
担
軽
減
分
は
、

子
育
て
の
経
済
的
負
担
を
解
消
し
よ

う
と
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、
第
三

子
や
母
子
・
父
子
世
帯
の
保
育
料
免

除
を
含
み
ま
す
。
上
の
グ
ラ
フ
１
で

み
る
と
、
国
の
基
準
で
徴
収
し
た
場

合
に
必
要
な
保
育
料
十
二
億
八
千
万

円
の
う
ち
、
約
四
割
に
あ
た
る
五
億

二
千
万
円
を
市
で
負
担
し
、
み
な
さ

ん
か
ら
い
た
だ
く
保
育
料
の
負
担
を

軽
く
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
保
育
所
は
、
入
所
待
機
児

童
の
解
消
が
進
ま
な
い
状
況
に
あ
り
、

ま
た
延
長
保
育
や
一
時
保
育
の
需
要

も
年
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、

入
所
待
機
児
童
は
今
で
も
約
三
百
九

十
人
い
て
、
保
育
所
の
新
設
や
、
入

所
定
員
を
増
や
す
な
ど
し
て
き
ま
し

た
が
、
希
望
者
の
伸
び
に
追
い
つ
い

て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消

し
、
満
足
の
い
く
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
く
経
費
に
予
算
を
充
て

る
た
め
、
十
五
年
度
か
ら
、
保
育
料

の
基
準
を
見
直
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。
秋
田
市
の
保
育
料
改
定
は
、
平

成
九
年
度
以
来
で
す
。

今
後
、
改
定
に
よ
っ
て
確
保
し
た

財
源
を
使
い
、
認
定
保
育
施
設
へ
の

助
成
や
、
待
機
児
童
解
消
策
と
し
て

定
員
枠
を
広
げ
る
な
ど
、
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
き
ま
す
。

①
保
育
料
の
平
均
引
き
上
げ
額
は
七

百
四
十
二
円
。
最
高
引
き
上
げ
額

は
Ｄ
20
階
層
の
三
歳
児
で
二
千
九

百
六
十
円
と
な
り
ま
す
。
現
在
の

保
育
料
は
保
護
者
の
所
得
状
況
に

応
じ
、
十
七
階
層
に
分
け
て
い
ま

す
が
、
さ
ら
に
細
か
く
、
上
表
の

と
お
り
二
十
五
階
層
に
分
け
、
大

幅
な
ア
ッ
プ
を
避
け
ま
し
た
。

②
保
育
料
の
保
護
者
負
担
軽
減
分

は
、
三
九
％
か
ら
三
六
・
八
％
へ

下
が
り
ま
す
が
、
こ
の
軽
減
率
は

東
北
の
県
庁
所
在
地
で
は
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
で
、
全
国
の
中
核
市
と
比

較
し
て
も
高
い
軽
減
率
を
維
持
し

て
い
ま
す
。

③
低
所
得
世
帯
の
負
担
を
考
慮
し
、

Ｃ
１
〜
Ｄ
４(

母
子
世
帯
等
は
Ｃ

１
Ｓ
〜
Ｃ
３
Ｓ)

階
層
は
改
定
の

上
げ
幅
を
月
額
五
〇
〇
円
未
満
と

し
た
ほ
か
、
市
民
税
非
課
税
世
帯

で
あ
る
Ｂ
１
階
層
の
保
育
料
は
据

え
置
き
ま
し
た
。

保育って、お金がかかる！

子
ど
も
１
人
に

年
間
107
万
円
の
経
費

市
独
自
に
子
育
て
の

経
済
的
負
担
を
軽
減

サ
ー
ビ
ス
充
実
の
た
め

保
育
料
を
改
定
し
ま
す

●平成15年度秋田市保育所徴収金額表(月額)

■保育料を決める税額は、配当控除・住宅取得控除・特別減税(定率減税を除く)を受ける前の税額です。
■兄弟で入所する場合、２人入所のときはそれぞれ全額と半額に、３人入所のときはそれぞれ全額、半額、
１／10になります Ｄ６階層までは年齢の高い子どもが全額、Ｄ７階層以上は年齢の低い子どもが全額

■母子世帯等で所得税３千円未満の場合、免除制度があります。
■第３子以降の子どもは、申請に基づき、この表で決められた保育料を全額免除します。
０歳児の保育料免除については、詳細が決まりしだい広報あきたでお知らせします。

■保育料は、４月２日の年齢(年度途中入所の場合は、入所した月の初日の年齢)で決め、翌年の３月31日まで適用します

●
保
護
者
の
所
得
状
況
と
お
子
さ
ん
の
年
齢
で
保
育
料
が
決
ま
り
ま
す

児童家庭課q(866)2094

働くお父さんやお母さんたちの心強い味
方である保育所。認可保育所の保育料の
しくみと、保育にどれだけのお金がかか
っているのか見てみましょう。

問い合わせ

「いっただきま～す！」。土崎保育所

�

▼
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